
管理体制における役職名 該当する職名 内 容 具体例

総括保護管理者 理事（組織・運営担当）
保有個人情報の管理に関する事務を
総括する任にあたる。

・インシデント時の対応、報告
・個人情報等の取扱いについての理解
・取扱い適切な把握・監督
・研修等の安全対策の実施、周知徹底
・委託先の監督総括 ・苦情処理対応 等総括

保護管理者

各課長、室長（監査室長含む）
系主任
各学内共同教育研究施設の長
保健管理センターの長

各組織等における個人データの適切
な管理を確保する任にあたる。

・各課等の個人情報の業務における秘匿性やその
量等を把握し、取り扱う業務の範囲の確保
・安全管理措置の実施
・取り扱う業務の担当者の明確化
・情報システム担当との連携
・保護担当者における取扱業務の監督

保護担当者

各課副課長
（副課長を置かない課又は室におい
ては課長又は室長が指名する係長）
各教員

保護管理者を補佐し、各所掌におけ
る保有個人情報の管理に関する事務
を担う。

・実際の事務に従事者であり、従事する際の規則等
に基づいた取扱いをおこなうこと。
・ファイル取得・保有（廃止）の届出作成
・漏えい等、法令違反の事案・兆候を保護管理者へ
報告

個人番号事務取扱
担当者

保護管理者が指定する者
特定個人情報等を取り扱う業務に従
事する者

・各課等の業務において個人番号の確認や申請書
の接受
・マイナンバーシステムの管理
・番号法により定められた行政機関との業務の実
施
・漏えい等、法令違反の事案・兆候を発見した場合
の保護担当者等への報告

監査責任者 監査室長
個人情報の取扱状況について適宜
点検し、適法かつ適切に行われてい
るかについて監査する任にあたる。

・定期及び必要に応じた監査の実施
・総括保護管理者への報告
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鹿屋体育大学個人情報保護に関する安全管理措置
【インシデント発生又は恐れがある場合についての報告体制】

・発見者

・保護管理者

・総括保護管理者

※調査委員会設置

※公表

①

②

③

④

⑦

⑤

⑥

発覚・
発見

【フローにおける注意事項）
※は必要に応じて行うもの。 ☆は必要に応じて、CSIRTとして対応を行うもの。
⑥は個人情報保護委員会の定める基準に応じて実施 ⑦以降は必要に応じて実施

【１】一報
・被害状況（漏えい・滅失・毀損・不正利用等種類、
いつ・場所・何が・被害範囲）
・被害の最大値の予想把握・想定
・初期対応・二次被害への実施の有無
・☆情報セキュリティ担当部署との連携の有無

・①～④安全管理体制者
・個人情報保護関係担当部
署（広報係）
・☆情報セキュリティ担当部
署

事態のタイミングにおける調査確認項目の例 （最終）報告先等

【２】詳細把握
・被害状況、範囲の確定
・個人情報保護委員会の規定への対応事項の有無
（要配慮個人情報等の含有有無）
・調査委員会設置検討
・※警察等への被害届について確認

【３】本人への報告・公表についての対応
・被害状況
・公表の有無
・本人への通知内容・方法
・初期対応・結果、二次被害の有無、対応策 等

・学長等役員
・⑤個人情報保護委員会
・文科省
・※警察署等

・※調査委員会

【４】※公表・報告
・事案の内容・範囲
・これまでの対応・二次被害への対応

・※本人
・※一般（公式ウェブサイト）
・※メディア

・保護担当者
・個人情報保護業務担当者

※個人情報保護委員会へ報告

遅滞なく


